造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用の助成について

造血幹細胞移植、抗がん剤治療等により、治療等の前に接種した定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断された人に対して、再接種費用を助成します。
助成を受けるためには、再接種前に認定を受ける必要があります。希望される人は、必ず再接種前に健康推進課（福寿館）にお問合せください。

1. 助成の対象
1 対象となる予防接種
予防接種法に基づく定期接種(Ａ類疾病)
ヒブ、小児用肺炎球菌、Ｂ型肝炎、５種混合、３種混合、不活化ポリオ、ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、日本脳炎、２種混合、ヒトパピローマウイルス感染症

2 助成の対象者
[bookmark: bookmark4]再接種を受ける日において府中町の住民基本台帳に登録されている人のうち、次の(ア)～(イ)をすべて満たす人またはその保護者(１８歳以上は本人)
(1) [bookmark: bookmark5]造血幹細胞移植、抗がん剤治療等により、治療等の前に接種した定期接種により得られた免疫が失われたため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 再接種を受ける日において２０歳未満の者

3 助成の対象となる接種　令和８年４月１日以降の再接種であること

2. 再接種と接種費用助成申請の流れ


3. 申請方法等
(1) 再接種前に以下の①～④の書類を健康推進課（福寿館）へ提出し、認定を受けてください。
1 [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成対象認定申請書（様式第１号）
2 [bookmark: bookmark8]造血幹細胞移植等による予防接種再接種に関する主治医の意見書（様式第２号）
3 [bookmark: bookmark9]母子健康手帳など造血幹細胞移植等前の定期接種の接種歴が確認できる書類の写し
4 本人確認書類

(2) 府中町に認定された再接種を医療機関で受け、その接種費用を医療機関に一旦全額、自己負担していただきます。
最終接種日から1年後の月末までに以下の①～④の書類を健康推進課（福寿館）へ提出し、自己負担金の払い戻し手続きを行ってください。
1 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]造血幹細胞移植等による予防接種再接種費用助成金付申請書（様式第４号）
2 [bookmark: bookmark12]予防接種実施医療機関の領収書(接種対象者が再接種した予防接種の種類が記載されたもので、原本に限る。)
3 [bookmark: bookmark13]予防接種予診票（原本）または母子健康手帳等の再接種の接種歴が確認できるものの写し
4 振込先金融機関の通帳等の写し（銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人氏名が確認できるもの。）

4. 助成金の支払い
1 払い戻しの手続きを受付後、審査し、交付決定通知書を送付します。通知から約１か月後に、府中町が指定口座に助成金の振込みを行います。
· 助成額は、予防接種を受けた年度における府中町の予防接種委託単価と、対象者が接種した医療機関に支払った接種費用のいずれか低い額です。府中町の予防接種委託単価を超えた費用については、自己負担となります。


府中町定期接種委託単価（令和８年度）
	予防接種の種類
	委託単価

	Ｂ型肝炎【１回目・２回目・３回目】
	6,720

	ヒブ【初回１回目・２回目・３回目・追加】
	9,460

	小児肺炎球菌【初回１回目・２回目・３回目・追加】
	12,470

	ＢＣＧ
	11,490

	５種混合【１期初回１回目、２回目、３回目・１期追加】
	20,520

	３種混合【１期初回１回目、２回目、３回目・１期追加】
	9,800

	２種混合【２期】
	6,340

	水痘【１回目・２回目】
	9,400

	麻しん風しん混合（MR）【第１期・第２期】
	10,940

	麻しん【第１期・第２期】
	7,770

	風しん【第１期・第２期】
	7,780

	日本脳炎
（１期初回１回目・２回目・１期追加・２期）
	未就学児
	7,960

	
	就学児
	7,140

	ヒトパピローマウイルス感染症
（１回目・２回目・３回目）
	シルガード９
	28,630

	ポリオ
	10,470









接種前


再接種費用助成対象認定申請書（様式第１号）と必要書類を健康推進課（福寿館）に提出し、「再接種費用助成対象認定」を受ける。


接種


認定された再接種を医療機関で受ける。


接種後


予防接種再接種費用助成金交付申請書（様式第４号）と必要書類を健康推進課（福寿館）に提出し、再接種費用助成（払戻）申請を行う。


助成金


申請受付後、約１か月で、府中町が助成金交付決定通知書又は不交付決定通知書を送付する。その後、交付決定の場合、指定口座に助成額が振り込まれます。


医療機関が定める接種費用を一旦全額自己負担する。


